
建廃協・ＪＦＥ環境の廃蛍光管（水銀使用製品産業廃棄物）の処理の流れ 
①委託契約締結 

②専用箱発注 

③専用箱詰め 

・収集運搬契約：お客様(排出事業者) ⇔ 組合員運搬業者 
                  （積替・保管施設経由） 
・処 分 契 約：お客様(排出事業者)  ⇔ ＪＦＥ環境㈱ 
   ※包括契約（1年間、自動継続契約）の締結をお勧めします。 

・運搬業者が専用箱（ＪＦＥ環境作成）を現場に搬入 
  60本入り(40W)：6,000円／1箱 
  30本入り(40W)：3,000円／1箱 
  ※積替保管費・二次運搬費・処分費込み（税別） 
・専用箱搬入時に上記料金を請求させていただきます。 
  お客様の支払い条件に従い料金の支払いをお願いします。 

・廃蛍光管等を割らずに専用箱に入れてください。 
 （直管以外の蛍光管、水銀灯なども箱に入るものは処理可能） 
・現場では箱詰めの状態で保管してください。 

箱詰め 保管 

④専用箱回収 
・専用箱回収依頼は、運搬業者にご連絡ください。 
・運搬業者は、他の廃棄物の引取時に併せて回収が可能です。 
・他の廃棄物がなく、廃蛍光管の専用箱のみを回収する場合には、
運搬料金が別途必要となる場合があります。運搬業者にご相談く
ださい。 

・専用箱回収時にマニフェストを交付してください。 
  ※専用箱は再使用しますので、汚したり壊したりしないでください。 
  ※専用箱に入らないサイズのものは別途ご相談ください。 

⑤積替・保管 
・運搬業者は許可を受けた積替・保管場所にて保管します。 
・一定量集積後、ＪＦＥ環境向けマニフェストとともに搬出します。 

積替・保管 搬出 

⑥処分・再生 
・ＪＦＥ環境㈱で処分がされます。 
  水銀：回収   ⇒ 再生委託 
  廃プラスチック ⇒ 売却 
  金属類     ⇒ 売却 
  蛍光粉     ⇒ 埋立処分 
・水銀回収後D票、蛍光粉最終処分終了後にE票が返送されます。 

⑦契約書等の保管 
・委託契約書とマニフェストは契約終了後５年間保管して下さい。 

専用箱（約0.12㎥/箱） 
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9箱で約1㎥ 



廃蛍光管の処理方法が 
変わります 

建設廃棄物協同組合 

① 水銀使用製品産業廃棄物（産業廃棄物） 
 ー 水銀を使用した製品が廃棄物となったもの 
 
② 水銀含有ばいじん等（産業廃棄物） 
 ー ばいじん、燃え殻等で水銀を一定量以上含有しているもの 
 
③ 水銀を含む特別管理産業廃棄物 
 ー 特定施設から排出されたばいじん等で判定基準を超過するもの 
 
④ 廃水銀等（特別管理産業廃棄物） 
 ー 特定施設で生じた廃水銀又は廃水銀化合物及び①、②から回収された廃水銀 

水銀廃棄物とは 

廃棄物処理法施行令の改正により、「廃蛍光管」は上記の「水銀使用製品産業廃棄
物」に位置付けられ、次のように取り扱うことが必要となりました。 

① 「水銀使用製品産業廃棄物」の許可を有する収集運搬及び処分業者に委託する。 
  ※許可証への上記記載が許可更新時に行われる自治体もあります。 
 
② 廃蛍光管は割らず、他のものと混合するおそれがないように保管、収集、運搬する。 
 
③ 処分・再生においては、水銀等が大気に飛散しないような措置を講じる。 
  ※安定型最終処分場への埋め立て禁止 
 
④ 委託にあたっては、契約書とマニフェストに「水銀使用製品産業廃棄物」を明記する。 
 
⑤ 保管場所の掲示板に「水銀使用製品産業廃棄物」を明記する。 

詳しい手順については次ページへ 

廃蛍光管の処理については、10月1日より1本でも改正法の適用となります。 
建廃協では、ＪＦＥ環境株式会社と提携し「廃蛍光管（水銀使用製品産業廃物）」を
確実に回収し、適正に処分する仕組みを構築しました。 

廃棄物処理法施行令等の概要 

・水銀使用製品廃棄物は、主に水銀回収等が行われているが、直接、
埋立処分されているものもある 
 ・引き続き水銀回収を促進するとともに、水銀使用製品廃棄物が 
より環境上適正に取り扱われるよう基準の強化等が必要  

【背景】 

【概要】 

環境省 廃棄物処理法施行令等の改正（水銀関係）についての説明会(平成29年6月)より抜粋 

 新たな廃棄物区分：「水銀使用製品産業廃棄物」を設定  
 「水銀使用製品産業廃棄物」に対する新たな措置：  
  （１）処理基準の追加  
  （２）水銀使用製品産業廃棄物であることの情報の伝達 

平成29年10月1日より施行 

水銀に関する水俣条約 

地球規模での水銀対策の必要性から、2013年10月に採択さ
れ、2017年8月に発効しました。わが国では、2016年2月
に締結しています。それに向けて「水銀汚染防止法」の制定、
大気汚染防止法・廃棄物処理法施行令の改正が行われていま
す。 

具体的な処理方法等については弊組合員の運搬業者までご
連絡下さい。 

お問い合わせ 

建設廃棄物協同組合 
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